
合においては、この条例の施行後最初の指定の更新までの間は、同項中「事

業の」とあるのは、「受託居宅介護サービスの提供の」とする。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定

障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴

い、指定共同生活援助の基準に係る規定の整備を行うこと等のため、この条例

を制定するものである。 

議案第１１号 

 

川崎市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市都市公園条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

平成２６年 ２ 月１８日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市都市公園条例の一部を改正する条例 

 川崎市都市公園条例（昭和３２年川崎市条例第６号）の一部を次のように改

正する。 

 第６条第１項の表中 

「 

富士見公園 野球場 

テニスコート 

テニスコート照明施設 

バレーボール場 

相撲場 

弓道場 

水泳プール 

」  

を 

「 

富士見公園 野球場 



 テニスコート 

テニスコート照明施設 

バレーボール場 

相撲場 

弓道場 

」  

に改める。 

附 則 

 この条例は、平成２６年９月１日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

富士見公園の水泳プールを廃止するため、この条例を制定するものである。 




